
ソーシャルビジネス／コミュニティビジネス　ロゴ 募集説明書 

平成２１年１月１６日 

経済産業省 

地域経済産業グループ 

立地環境整備課 

経済産業省が支援するソーシャルビジネス／コミュニティビジネスに係るロゴを募集します。 

１．ソーシャルビジネス／コミュニティビジネス趣旨 

少子高齢化・環境・地域格差など多様な社会的課題・地域課題が顕在化する中、こうした課題にビジネスの手法を用いて取り組み、解決していくソーシャルビジネス／コミュニティビジネスの活動への注目が高まってきています。しかしながら、取り組む課題の難しさや社会的インパクトの大きさに比べ、事業者自体の知名度および取組に関する認知度はまだまだ低いのが実情です。（経済産業省「ソーシャルビジネス研究会報告書」平成２０年４月）
経済産業省では、今回のロゴを活用し、新たな産業の芽として期待されるソーシャルビジネス／コミュニティビジネスの取組を広く世の中に普及し、全国の方々のソーシャルビジネス／コミュニティビジネスに対する関心を高めたいと考えています。英国と比べ市場や雇用規模が未だ小さく、今後急激な成長が見込まれる日本のソーシャルビジネス／コミュニティビジネス業界全体が益々活性化していく一助になればと考えています。

以下にソーシャルビジネス／コミュニティビジネス活動例を列記しますが、これに限定されるものではありません。

・高齢者や障がい者の方をビジネスの戦力として活用し、就労の場を創り出すと共に、外部に価値提供をしている

・企業や家庭から集めた使用済み資源を再活用したり、環境保全に取り組んだりしている事業者

・地域の人々を巻き込みながら、地域資源を発掘し、地域の活性化に取り組む事業者

・社会的つながりから隔絶された人々への教育や、社会復帰の支援をしている事業者

・女性の社会進出を阻む障害を取り除き、男女共同参画社会の実現に取り組む事業者 

なおソーシャルビジネスの内、より一定の地域に重点をおいた活動をしているものをコミュニティビジネスと呼んでいます。

２．ロゴの使用イメージ 

ソーシャルビジネス／コミュニティビジネス先進事例の表彰や、全国フォーラム等各種イベント、地域ブロック協議会、ポータルサイト等でロゴを用います。

３．ロゴデザイン提案等の提出 

（１） 提出するもの 

① 企画意図をまとめた説明書（Ａ４版パワーポイント横書き）

   本事業の趣旨がイメージできる内容、説明を盛り込むこと 

②「ソーシャルビジネス／コミュニティビジネス」ロゴのデザイン案 

以下の条件を満たした企画提案を提出すること（複数提出可） 

【仕様】 

・ソーシャルビジネス／コミュニティビジネスのイメージの一例として、「社会を変える仕事」、「社会をつなぐ仕事」、「社会に手を差し伸べる仕事」、「地域（社会）の力を活かす仕事」等を想起できるものであること。 またロゴに込めたいイメージとして、「つながり、連携、広がり、活力、楽しさ、輪（和）、まちづくり・むらづくり」等を想起できるものとする。
・各種媒体に添付できるものであること。 

・方形、円形は問わない。 
③ 見積書 

要する経費の見積もりを記載したもの 

（２）提出の様式 

紙媒体、あるいは電子データ（郵送の場合はCD-ROMにて提出） 

（３）募集期間 

平成２１年１月１６日（金）～平成２１年１月２９日（木） 

（４）提出期限 

平成２１年１月２９日（木）午後５時まで 

（５）留意事項 

① 提出デザインには社名を記載しないこと 

② 提出された企画案等は採用・不採用にかかわらず返却はおこなわない 

③ 本件の募集に要する一切の費用は、提案者において負担すること。 

④ 本件の募集を元に経済産業省において内容を検討し、契約締結先を決定する。契約締結後に正式な書面の提出を求めるが、様式等については契約締結後に連絡する。
⑤ 契約締結後、当省との協議により手直し等の修正を行う可能性があるが、修正にかかる一切の費用は請負者において負担する。 

⑥ 採用した社への当該業務に係る支払いは、５００千円（消費税込み）を上限とする。 

(６)その他 

① 図案はその仕様にあたり問題がないよう商標調査等を行った上提出すること。なお、第三者との間で本事案の著作権等にかかる権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら経済産業省の責めに帰す場合を除き、請負者が一切の処理を行うこととする。 

② 請負者は、成果納入物に関し、全ての著作権を経済産業省に譲渡し、経済産業省は独占的に使用するものとする。ただし、請負者が本契約以前より保有していた知的財産権にかかる権利については請負者に留保されるものとする。
４．説明会の開催 

本説明書についての説明会を以下の通り実施します。 

日時 平成２１年１月２１日（水）１５時～ 

場所 経済産業省別館７階７１１会議室
５．提案書の提出先および本件にかかる問い合わせ先 

経済産業省 地域経済産業グループ立地環境整備課 

目黒、三小田 

〒100-8901 東京都 千代田区 霞ヶ関 1-3-1 

e-mail:ritti-gyoumu@meti.go.jp 

TEL:03-3501-0645（直通）
